
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年６月 改訂 

堺市教育委員会 
 

 

 

 

 



- 1 - 

- はじめに - 
 

平成 12 年に「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物の発生・排出抑制・再資源化等

により、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる「循

環型社会」の形成が推進されています。 

本市では、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例を制定し、事業用に供する建築物の延

床面積が一定基準以上の所有者等に対して、「事業系一般廃棄物減量等計画書」の提出をはじめ、

様々な取組を通じて、ごみの減量化・資源化及び適正処理を進めているところです。 

そうしたなかで、全ての学校園（一部の幼稚園を除く）においても、条例で定める「事業用大規

模建築物」に該当しており、また、行政としての役割と責務を果たすため、ごみの減量化及び適正

処理に取り組む必要があります。 

本マニュアルは、学校園において、ごみ処理に関して正しい知識を持ち、適切に対応していただ

くための基本事項を記載しています。実際の運用に関しては、各学校園が、条例の趣旨を踏まえそ

れぞれの状況に応じて主体的にごみの減量化及び適正化について取り組んでください。 

 

- 目  次 - 
１．事業者の責務                  ・・・２ 

２．事業用大規模建築物とは             ・・・２ 

３．事業用大規模建築物の所有者の責務        ・・・３ 

４．廃棄物管理責任者とは              ・・・３ 

５．事業系一般廃棄物減量等計画書の提出       ・・・４ 

ごみ類の排出量の把握 

６．ごみ（廃棄物）の分類と適正処理         ・・・７ 

７．学校園における具体的な取組           ・・・８ 

産業廃棄物の保管 

産業廃棄物処理票（マニフェスト票）の作成 

実践事例 
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法律や条例等により、事業者が事業活動に伴って生じた廃棄物について、減

量化・資源化及び適正処理を進めるための責務が定められています。 

 

○事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなけ

ればならない（廃棄物処理法） 

○廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に積極的

に努めなければならない（堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例） 

○廃棄物の減量及び適正な確保等に関し、市の施策に協力しなければならな   

 い（堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例） 

 

廃棄物処理法では、自らの責任において事業系ごみの適正処理を行わなけ

ればならないと定められており、学校園では学校長が責任者にあたります。 

学校園は、一般家庭と異なり、事業者となりますので、上記の責務を負うこ

とになります。 

また、全ての学校園（一部の幼稚園除く）は、「事業用大規模建築物」とさ

れていることから、条例に基づく責務が規定されています。 

 

 

まず、対象となる建物としては、 

○事業の用に供される部分の延床面積が、3,000 ㎡以上の建築物 

（学校教育法第 1 条に規定する学校の用途に供される建築物を含む。） 

と条例で定められており、全ての学校園（一部の幼稚園除く）はこの条件を満

たすことになります。 

１．事業者の責務 

２．事業用大規模建築物とは 
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事業系一般廃棄物の再利用の可能な物の分別及び再利用を促進するため、

事業用大規模建築物の所有者（学校園長）に対して、条例・規則により、以下

の責務が定められています。 

 

○廃棄物管理責任者の選任と届出 

○事業系一般廃棄物減量等計画書の提出 

 

では、具体的にどのようなことをするか、確認してみましょう。 

 

 

 

廃棄物管理責任者は、学校園から生じる事業系一般廃棄物の状況を常時把

握でき、廃棄物の発生・排出抑制、再利用可能な物の分別徹底及び適正処理に

ついて、権限を持っている方（管理職）のなかから選ばなければなりません。 

また、責任者の役割としては、以下のようなものがあります。 

 

○廃棄物の種類・発生量・処理方法などの実態把握、事業所内の組織・体制の

整備 

○廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存 

○学校園の利用者に対する指導及び啓発 

○「事業系一般廃棄物減量等計画書」の作成に関する業務 など 

  

３．事業用大規模建築物の所有者の責務 

４．廃棄物管理責任者とは 
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事業系一般廃棄物の発生・排出抑制及び再利用並びにその適正な処理に関

する『前年度実績』及び『当該年度の減量計画』をまとめた「事業系一般廃棄

物減量等計画書」を年度ごとに、５月３１日までに作成のうえ、電子申請シス

テムにて市長に提出することになっています。 

事業用大規模建築物に該当する学校園では、「事業系一般廃棄物減量等計画

書」を作成しなければなりません。 

また、事業用大規模建築物に該当しない幼稚園（みはら大地幼稚園除く）に

おいても、責務は規定されておりませんが、一行政機関として、廃棄物の適正

処理や廃棄物の減量に取り組んでいく必要があります。 

 

≪事業系一般廃棄物減量等計画書 裏面抜粋≫ 

 

 

廃棄した量 再利用(再資源化)量 総排出量 資源化率

(トン／年) (トン／年) (トン／年) (％)

A B C(A＋B) (B／C)×100

新聞 トン／年 トン／年 トン／年 ％

雑誌 トン／年 トン／年 トン／年 ％

段ボール トン／年 トン／年 トン／年 ％

OA用紙・その他の紙 トン／年 トン／年 トン／年 ％

機密書類 トン／年 トン／年 トン／年 ％

給食場の紙類 トン／年 トン／年 トン／年 ％

(小計)① トン／年 トン／年 トン／年 ％

厨芥類 トン／年 トン／年 トン／年 ％

魚あら トン／年 トン／年 トン／年 ％

野菜くず トン／年 トン／年 トン／年 ％

給食場の生ごみ類 トン／年 トン／年 トン／年 ％

(小計)② トン／年 トン／年 トン／年 ％

木くず トン／年 トン／年 トン／年 ％

繊維くず トン／年 トン／年 トン／年 ％

雑ごみ(燃やすごみ) トン／年 トン／年 トン／年 ％

給食場の雑ごみ トン／年 トン／年 トン／年 ％

(小計)③ トン／年 トン／年 トン／年 ％

トン／年 トン／年 トン／年 ％

そ
の
他

総合計(①＋②＋③)

前年度実績

年度(　　　　　　年4月～　　　　　　年3月)

一般廃棄物収集運搬

業者名又は持込先

紙
類

生
ご
み
類

５．事業系一般廃棄物減量等計画書の提出 

教室や職員室から排出される量を記入します。 

給食調理場の紙類、生ごみ類、雑ごみを別で記入します。 

木くず：剪定したときの木くずや草刈の草など草など 
繊維くず：家庭科の時間の裁断くずや使い古した雑巾など 
雑ごみ：教室や職員室を掃除したときの廃棄物など 
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 ここでは、ごみ類の排出量の把握目的や実施方法について説明します。 

≪目的≫ 

●学校で排出されるごみ類の現状（種類、数量）を知る 

●現状を知ることで、今後のごみ類の適正処理、減量化の改善につなげる 

 

≪実施主体者≫ 

●学校施設管理、人材派遣（学校施設管理）、給食調理業務、中学校給食配膳

業務、放課後児童対策事業の従事者及び用務担当職員など 

●教職員 

 

≪数量の報告≫ 

●各実施主体者が、学校に対して、数量を定期的に報告 

●学校園は、その数値をもとに事業系一般廃棄物減量等計画書を作成 

※学校園では「事業系一般廃棄物減量等計画書」を学校全体のごみの適正処理

や減量化が一層進められるよう、職員会議等でのテーマとするなど積極的

に活用してください。 

 計量方法及び把握フローについては、以下のとおりです。 

 

≪ごみの計量方法（イメージ）≫ 

○廃棄物等を毎日計量する 

毎日、分別して排出されたごみの重さを、ごみごとにその都度バネばかりや体重計など

を利用して計量します。 

 

ごみ類（一般廃棄物）の排出量の把握 

数量の把握・報告は、一般廃棄物に限ります。 

対象は、P４の計画書の項目です。 
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○一定期間（例えば 1 週間）ごみの排出量から推測する 

一定期間（１週間など）計量したごみの排出量から年間のごみ量を推計します。ただし、

時期によって排出量が変動する場合は、考慮が必要です。 

（例）落ち葉等が多く発生する秋・冬頃、また、年度初めや年度末など 

○許可業者などの報告から、ごみの排出状況（種類・数量）を把握する 

  業者から回収量が記載された伝票を受領するなどして推計します。 

○購入量から排出量を推測する 

ＯＡ用紙など１箱あたりの計量の目安を作成し、購入数を掛けて推計します。 

 

≪ごみの排出状況の把握フロー（イメージ）≫

学校園運営

日々の教育活動 放課後児童対策

職員室・普通教室等 給食調理場

学校施設管理業務従事者

人材派遣従事者

会計年度任用職員

教職員 等

給食調理業務従事者
放課後児童対策

事業従事者

各業務・事業従事者がごみ類の計量を実施

各業務・事業従事者が学校園に対して、ごみの排出量を報告

学校園が「事業系一般廃棄物減量等計画書」の実績及び計画を記載

ごみの適正処理・減量化に向けた取組を推進

中学校配膳室 

中学校給食配膳業務従事者 
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学校園で発生するごみ（廃棄物）は、事業系ごみに分類され、以下のような

適正処理を行う必要があります。 

 

 

かｋｓ 

 廃
棄
物
（
ご
み
） 

≪事業系一般廃棄物≫ 

（産業廃棄物以外のもの） 

●感熱紙、写真、ちり紙、 

 紙コップ等 

●繊維くず 

●木くず 

●残飯、茶葉等 

●ほこりやちり等の清掃ごみ 

≪資源ごみ≫ 

 

●古紙類（OA用紙、シュレッ 

ダーくず、段ボール、新聞  

紙、書籍・雑誌等 

 

≪産業廃棄物≫ 

（法律で定めのあるもの） 

●廃プラスチック類 

●ペットボトル 

●ガラスくず、陶磁器くず 

●缶・ビン 

●鉄・金属くず（ハサミや刃物類等） 

●廃蛍光灯 

市の清掃工場 再生資源化事業者 

堺市（継続処理）申込 自己搬入 産業廃棄物収集運搬業者 

産業廃棄物処理業者 

（再資源化に努める） 

６．ごみ（廃棄物）の分類と適正処理 
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ここでは、対象範囲や分別区分、また分別区分ごとの処理方法のほか、学校

園における具体的実践事例等について説明します。 

 

 

１．対象範囲                         

職員室、普通教室のほか、給食調理場、中学校配膳室や放課後児童対策事業

を実施している教室、地域の方々が利用する場合の教室等を含めた施設全体

として取り組むことになります。 

学校園は、１事業所としてごみの分別の取組を行っていく必要があります

ので、給食調理事業者や放課後児童対策事業実施事業者とのあいだで、学校園

における「ごみ分別」のルールを共有しておくことが重要です。 

 

●職員室、普通教室等 

●放課後児童対策事業で使用する教室 

●学校開放で使用する教室、体育館や運動場等 

※市教委でも、利用者に対して、注意喚起を行っていきます。 

●給食調理場、中学校配膳室 

 

 

 

 

 

７．学校園における具体的な取組 
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２．ごみの分別区分                      

分別にあたっては、次の８種類に分別します。 

 

Ⅰ 一般廃棄物 

① 一般廃棄物（毎日ごみ） 

② 古紙類（OA 用紙・コピー用紙、シュレッダーくず、段ボール、新聞紙、 

書籍・雑誌・パンフレット等） 

Ⅱ 産業廃棄物 

③ 廃プラスチック類 

④ ペットボトル 

⑤ ガラスくず、陶磁器くず 

⑥ 缶・びん 

⑦ 鉄・金属くず 

⑧ 廃蛍光灯 

 

 

≪分別区分ごとの集積所≫   

分別区分 集積所 備考 

① 一般廃棄物（毎日ごみ） コンテナボックス（一般廃棄物用）   

② 古紙類 トラックが横付けできる場所 一時保管場所を決めてください。 

③ 廃プラスチック類 
コンテナボックス（産業廃棄物用） 

 

外部からの混入を防ぐためダイヤル

錠を取り付けて管理してください。 

ゴミ袋等は別にしてください。 

収集は③～⑥まで一括して行います。 

④ ペットボトル 

⑤ ガラス、陶磁器くず ※ 

⑥‐1 缶（飲料用のみ） 

⑥‐2 びん（飲料用のみ） 

⑦ 鉄・金属くず トラックが横付けできる場所 一時保管場所を決めてください。 

⑧ 廃蛍光灯 一時保管場所で業者引渡し 一時保管場所を決めてください。 

※ガラス、陶磁器くず等の割れ物については、新聞紙・ダンボール紙・厚紙等に包み、「割れ物」・「ガラス」・ 

  「キケン」等記入した透明のごみ袋に入れるなど安全に配慮してください。 
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３．ごみの分別方法                      

分別するごみ類については、以下のような方法で、処理してください。 

 

 

主な品物 出し方 収集頻度 

■鉛筆削りのくず、ほこり、紙皿、

紙コップなどの雑ごみ 

 

■雑巾などの繊維くず 

 

■食品の食べ残し、野菜くず 

 

■再生できない紙くず 

（紙の切れ端、習字や創作活動等で

使用した汚れの激しいものなど） 

 

■カーボン紙、感熱紙、シール類 

 

■木くず（落ち葉、剪定枝、木製品

等） 

 

 

 

 

袋に入れずにコンテナへ排出する

と、収集時、清掃車の回転盤を作動

させたときに飛び散り、周囲を汚す

など、周辺住民の方へ迷惑をかけた

りすることになります。 

 

 

 

 

 

□天板のみを廃棄する場合 

ごみ箱等から集積所（コンテナボックス）

へ運搬してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒原則、袋に入れて廃棄してください。 

 

枯葉、枯草等が大量にある場合は、大量

に出さずに数回に分けて出してくださ

い。 

 

剪定枝、木製品等は、長辺が３０㎝未満

になるようにしてください。（ゴミ収集車

の設備の破損原因となるので、厳守のこ

と） 

 

※樹木剪定を外注した場合は、その剪定枝

は業者が運搬します。集積所（コンテナ

ボックス）に入れるのは、日常清掃等の

範囲で発生する枯葉等になります。 

 

⇒長辺が 30 ㎝未満になるようにしたうえ

で、原則、袋に入れて集積所（コンテナ

ボックス）へ運搬してください。 

（ごみ収集車の設備の破損原因となるの

で、厳守のこと） 

 

※机（天板＋鉄部分が付着したもの）を廃

棄する場合は、「鉄・金属くず」として処

分します。 

（P2１を参照してください。） 

毎日 

①一般廃棄物（毎日ごみ） 【担当課：学校管理課】 
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≪給食調理場・中学校配膳室か

ら排出されるもの≫ 

 
■食品の食べ残し 

■調理途中で発生する野菜の皮やヘ

タなど 

 

各教室で、食べ残しは食缶に入れて給食調

理場・中学校配膳室へ返却してください。 

給食調理場で出た野菜の皮やヘタなどは、

給食調理業務従事者が給食調理場専用の集

積所（ポリペール等）に入れてください。 

中学校では、パン等の食べ残しは中学校給

食配膳業務従事者が、集積所へ運搬しま

す。（副食の食べ残しは、給食センターに返

却します） 

毎日 

 

≪注意！≫ 

※一般廃棄物（毎日ごみ）の排出に使う袋は、45ℓ以下の無色透明または白色半透明のも

のを使用し、上部を必ず縛ってください。 

※一般廃棄物（毎日ごみ）として、毎日ごみの収集業者が 1 日に収集する袋数は、各学校

園が継続収集として申し込んだ袋数が上限となります（別途申し込んでいる給食調理場

分も同様）。それ以上の一般廃棄物（毎日ごみ）を排出したい場合は、有料となり予算措

置が必要ですので確認の上、直接本市清掃工場へ搬入してください。 

※一般廃棄物（毎日ごみ）収集のなかで、適切に分類されていないものが混入されている

場合、収集されませんので注意してください。 

※一般廃棄物（毎日ごみ）とプラスチック類・金属等が合体しているものは、分解、分別

して排出してください。 

※そのまま廃棄することが適切でないものについては、新聞紙・ダンボール紙・厚紙に包

むなど、収集に支障がでないよう配慮してください。 

（主な例） 

●先がとがっているなど、鋭利なもの 

●魚の死骸 

●使用できない石灰（泥状のものは、乾燥させたうえで排出してください） 

 

※放課後児童対策事業で排出されたものは、集積所（コンテナボックス）へ運搬してくだ

さい。 
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「古紙類」を分別する際、個人情報が記載されているものは確実にシュレッ

ダー処理するなど、細心の注意を払ってください。 

主な品物 出し方 収集頻度 

■OA 用紙・コピー用紙 

 

 

 

 

適当な量（片手で持ちあがる程度）

でしばってください。 

 

※裏紙使用したものも、古紙類とし

て処理してください。なお、裏紙

使用の際は、当該用紙に個人情報

の記載がないか十分確かめてくだ

さい。 

 

適宜 

■シュレッダーくず 

 

 

ごみ袋にいれてください。 

 

※リサイクル可能な紙をシュレッダ

ーしたものに限ります。 

 

■段ボール（給食調理場以外で排出される

もの） 

 

 

 

 

折りたたんで（4～5 枚程度）まとめ

て、しばってください。 

 

※防水加工されているものは除きま

す（一般廃棄物（毎日ごみ）へ）。 

■新聞紙 

 

 

適当な量（片手で持ちあがる程度）

でしばってください。 

 

※広告は新聞紙とまとめてしばって

もかまいません。 

 

※書籍・雑誌等とは、まとめてしば

らないでください。 

 

■書籍・雑誌・パンフレット類、その他の

古紙（紙箱、紙袋、チラシ、封筒等） 

 

 

 

 

 

適当な量（片手で持ちあがる程度）

でしばってください。 

 

※新聞紙とは、まとめてしばらない

でください。 

 

※紙製以外の付録、しかけ類（ＣＤ、

樹脂等）及び包装がある場合は、

取り除いてください。 

②古紙類 【担当課：学校管理課】 
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■雑紙（ざら紙、わら半紙） 

 

 

 

 

適当な量（片手で持ちあがる程度）

でしばってください。         

 

※当該用紙に個人情報の記載がない

か十分確かめてください。 

適宜 

≪給食調理場から排出されるもの≫ 

■段ボール 

 

給食調理業務従事者は、折りたたん

で、給食調理場専用の集積所（コン

テナボックス）に入れてください。 
１回/2 日 

※収集するまでの間、学校が指定する一時保管場所で保管してください。 

※放課後児童対策事業で排出されたものは、学校が指定する一時保管場所へ運搬してくだ

さい。 

※中学校配膳室で排出された段ボールは、中学校給食配膳業務従事者が、学校が指定する

一時保管場所へ運搬します。 

    

   ≪注意！≫ 分別上の注意事項 

・「古紙類」は、資源物として収集しますので、それぞれの区分ごとに仕分け

るようにしてください（混在させないでください）。 

・段ボールに詰めるなど、外部から内容物の確認ができないような出し方はし

ないでください。 

・積込や計量し易いようにしっかりと結束してください。 

・ナイロン製のひもも使用可能ですが、紙製のひもを使えば、そのまま全てリ

サイクルできます。 

・粘着テープ類はそれ自体リサイクル不可であり、粘着テープ類の付着した紙

類もリサイクルに不向きとなりますので、可能な範囲で取り除いてくださ

い（封筒のテープ・シール等少量であれば問題ありません）。 

・ファイルやバインダーの留め具、カレンダーの金具、クリップ等は必ず外し 

 てください。 

 

次の「古紙類排出時の留意点」を参照してください。  
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種

類 
混入物の例 

プ
ラ
ス
チ
ᶅ
ク
類 

 

①透明・半透明の封筒 
・素材：プラスチックなど 
・郵送時の封筒、資料を小分 
 けする封筒 など 
②フラットファイルのとじ具 
③窓付き封筒の窓部分 
④冊子に付属しているＣＤ・ 
 ＤＶＤ、サンプル類（洗剤 
 など） 
・裏表紙の内側の袋に収納 
 されていることが多い 
●ラミネート加工しているもの 
●クリアファイル 
●冊子・手帳などのカバー 
●紙袋のプラ製持ち手 
 
→ 廃プラスチック類へ 

プ
ラ
以
外 

①宅配便の複写伝票（カーボン紙、ノーカーボン紙） 
●とじ紐、ダブルクリップ、ガチャック（ホッチキス針
は付いていても構わない） 
●感熱紙（ファックス用紙、レシートなど） 
●金属が箔押しされた紙（菓子の銀紙など） 
●印刷機での製版時に排出されるフィルム（マスタ） 
●コピー用紙の包装紙（裏面が、つやのある 
 コーティングがされているもの） 
●食品残渣のついた包装箱 
 （ピザなどを直接収納したもの） 
●汚れた紙（使用済みのティッシュペーパーなど） 
●圧着ハガキ 
●においのついた紙（洗剤・石けんの空箱など） 
●防水加工された紙（紙コップ、カップ麺容器など） 
●カレンダーの金属部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 一般廃棄物（毎日ごみ）へ 
※クリップなどの金属は金属く
ずへ 

個
人
情
報 

①名簿（児童生徒・保護者・自治会） 
②写真 
●教員名簿で住所・年齢・個人の電話番号が載された 
 もの（各種研究会の名簿） 
●児童生徒の成績、病歴、保護者との連絡内容などが 
 記載されえたもの 
●児童生徒・卒業生からの手紙 
●教材に児童生徒の氏名が記載されたもの 
 （冊子の表紙・裏表紙・掲示物など） 
●テスト用紙（児童生徒の氏名が記載）  

普通紙→ 
シュレッダーして古紙回収へ 
 
写真等→ 
シュレッダーして一般廃棄物 
（毎日ごみ）へ 
 
ラミネート等→ 
シュレッダーして廃プラスチッ 
ク類へ 
 
写真等のうち 
シュレッダーできないもの→ 
クリーンセンターへの持込等を 
検討する 
                

※ 紙類を紐でくくって排出する場合は、確認をしてからくくってください。 
※ 次のものが混入している事例がありますので、特にご留意ください。 
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主な品物 出し方 収集頻度 

■プラスチック製品 

学校で排出される主なものは、後述の一

覧表を参照してください 

 

■プラスチック製の容器類 

弁当や飲料の容器等 

 

■プラスチック製の包装類 

菓子類の外装、ペットボトルの蓋・ラベ

ル、プラスチック製の蓋、商品の包装 

 

■その他 

レジ袋、発砲スチロール等 

 

□壊れた傘 

透明のごみ袋に入れてください。 

ごみ箱等から集積場所（コンテナボ

ックス）へ運搬してください。 

 

※汚れがあるものは、不衛生になら

ないよう水洗いしてから排出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ビニール部分と金属部分に分解

のうえ、ビニール部分は、「廃プラ

スチック類」として処分してくだ

さい。 

鉄部分は、「鉄・金属くず」になり

ます。（P2１を参照してくださ

い。） 

 

小・中・ 

高・支 

１回/１週 

 

幼・ 

支（分校） 

１回/２週 

※放課後児童対策事業で排出されたものは、集積所（コンテナボックス）へ運搬してくだ

さい。 

 

≪注意！≫ 分別上の注意事項 

※廃プラスチック類用のごみ箱を設置し、適切に分別してください。 

コンテナボックスへ入れる前には、排出前点検実施方法（P22）に従い、危険物（点火

用ライター・電池・スプレー缶）の混入等がないか点検してください。 

※小型電気製品（ラジカセ・おもちゃ・タイマー・ストップウォッチ・リモコン等）は必

ず電池を抜き取り、蓋部分は、電池が無いことが容易に確認できるように外したままで

排出してください。  

③廃プラスチック類  

給食調理場以外で排出されるもの 【担当課：学校管理課】 

産業廃棄物 
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主な品物 出し方 収集頻度 

≪給食時に排出されるもの≫ 

（小・支援・中学校） 
■ストロー及びストロー、ふりかけ等の入

った袋 

 

■ゼリー、ヨーグルトの容器、スプーンの

袋 

 

■ジャム等の容器 

 

①給食運搬に使用した袋に、各教室

でごみを分別収集してください。 

②教室で分別したごみは、給食調理

場、中学校配膳室へ必ず返却して

ください。 

③給食調理業務従事者、中学校給食

配膳業務従事者は、収集されたご

みを学校が指定する集積所（コン

テナボックス）へ運搬してくださ

い。 

小・中・支 

１回/１週 

 

支（分校） 

１回/２週 
≪給食調理場から排出されるもの≫ 

（中学校除く） 
■調味料のペットボトル（しょうゆ、みり

ん等） 

 

■冷凍食品の受け皿、ラップ、使い捨て手

袋、ビニール袋 

 

■食材の外装 など 

 

①給食調理場内で分別します。 

②給食調理業務従事者は、学校が指

定する集積所（コンテナボックス）

へ運搬してください。 

 

※ペットボトルは軽くすすぐ。 

※ペットボトル以外の包装資材は、

できる限り中身を出す。 

 

 

学校園でよく排出される「廃プラスチック類」は、次のページで一覧表にし

ていますので、参考にしてください。 

表記のないものは、その材質等を確認して分類するか、所管課にお問い合わ

せください。 

 

 

 

 

 

給食調理場・中学校配膳室で排出されるもの 【担当課：学校給食課】 
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学校園からの排出が考えられる廃プラスチック製品一覧 

ア
行 

足ひれ 

（水泳用） 

網戸の網 

（ステンレス網は鉄くず） 

インクカートリッジ 

上履き 

延長コード 

（ドラム部分は鉄くず） 

鉛筆削り 

（主に金属で出来ているもの

は鉄くず） 

カ
行 

菓子袋 

カセットテープ 

拡声器 

カッティングシート 

ガムテープ 

カラーコーン 

キッチンタイマー 

教材 

（プラスチック製） 

クラリーノ製カバン等 

（人口皮革） 

クリアファイル 

蛍光ペン 

結束バンド 

（プラスチック製） 

キャップ 

（ペットボトル等の蓋） 

コーキング剤 

（完全に固まっていれば） 

黒板消しクリーナー 

コースロープ 

（釘は鉄くず） 

 
 

サ
行 

下敷き 

CD、DVD 

CD ケース 

CD ラジカセ※ 

（側がプラスチック製・電池

は取除くこと） 

修正テープ 

収納ケース（プラスチック

製） 

定規 

（プラスチック製） 

水泳用大型マット 

水槽 

（アクリル製） 

スキー板 

（長さを半分にする） 

スキーブーツ 

ストップウォッチ※ 

（電池は取除くこと） 

スリッパ 

（ビニール製） 

セロテープ 

セロテープ台( 

プラスチック製） 

扇風機 

（金属枠は鉄くず） 

掃除機 

（側がプラスチック製・中の

ごみは一般廃棄物） 
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タ
行 

縦笛 

地球儀 

電気ポット 

（側がプラスチック製） 

電卓※ 

（電池は取除くこと） 

テント 

（骨部分は鉄くず） 

寅ロープ 

（ポリエチレン製） 

ナ
行 

ナイロンひも 

長靴 

名札 

縄跳び 

（ナイロンビニール製） 

ハ
行 

鉢 

（プラスチック製） 

発泡スチロール 

ビニールホース 

筆箱 

（プラスチック製） 

プール用コースロープ 

ブルーシート 

フラフープ 

プランター 

プリンタ 

ビート板 

（水泳用） 

包装フィルム 

ボールペン 

 
 
 
 

ハ
行 

ボール等 

 バスケットボール 

 バレーボール 

 サッカーボール 

 テニスボール 

（硬式・軟式） 

 軟球・ピン級 

ポリバケツ 

マ
行 

マウス 

マウスパッド 

巻尺 

ヤ
行 

養生テープ 

ラ
行 

ラミネート 

（紙が入ったままでも可） 

リモコン※ 

（電池は取除くこと） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※キッチンタイマー、CD ラジカセ、ストッ

プウォッチ、リモコン、電卓などに電池が入

っていないか確認し、蓋は外して排出してく

ださい。 

 

○ストローなど各製品について、実際の組成

を確認のうえ、分別をお願いします。 

（例）サッカーボールの外側が本革の場合、  

本革部分は一般廃棄物です。 



 

 

※放課後児童対策事業で排出されたものは、集積所（コンテナボックス）まで運搬してく

ださい。 

※教員や生徒が持ち込んだものは、原則、持ち帰るようにしてください。ただし、持ち帰

えらせることが出来ない場合は、中身を洗浄のうえ、分別を行ってください。 

 

≪注意！≫ 以下のようなものは、分別に気を付けてください。 

●汚れているもの 

●創作活動で汚れているもの 

●油分のついたペットボトル 

●ペットボトル以外のプラスチック製容器 

（主なもの） 

     ◇洗剤 

◇シャンプーボトル 

◇卵パック など 

 

 

 

 

 

 

主な品物 出し方 収集頻度 

ペットボトル（容器やラベルに PET マー

クがあるもの） 

①キャップを外します。 

  ⇒廃プラスチック類へ 

②ラベルを外します。 

⇒廃プラスチック類へ 

③中身を空にし、軽くすすいでく

ださい。 

④容器をつぶします。 

⑤透明（色付き、半透明は不可）

のごみ袋へ入れてください。 

⑥集積所（コンテナボックス）へ運

搬してください。 

 

小・中・ 

高・支 

１回/１週 

 

幼・ 

支（分校） 

１回/２週 

④ペットボトル 【担当課：学校管理課】 産業廃棄物 

廃プラスチック類 
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主な品物 出し方 収集頻度 

■空きびん、コップ等のガラス類、植木

鉢、茶碗等の陶器類 

 

■割れたビーカー等のガラス製品等 

 

■割れた窓ガラスの破片 
 

 

 

 

 

集積所（コンテナボックス）へ運

搬してください。 

 

※破損しているものは、新聞紙に

包んだり、ダンボール等に一時

保管したりするなど、取扱いに

十分注意してください。 

 

 

 

小・中・ 

高・支 

１回/１週 

 

幼・ 

支（分校） 

１回/２週 

※割れ物については、収集するまでの間、安全管理を十分行ってください。 

なお、排出時は新聞紙・ダンボール紙・厚紙に包むなど安全を確保し、透明のビニール袋

に入れ、「割れ物」・「ガラス」・「キケン」等の表記をしてください。 

 

 

主な品物 出し方 収集頻度 

≪給食調理場以外で排出されるもの≫ 

■缶・びん（飲料用のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

①中身を空にしてください。 

②容器を軽くすすいでください。 

③缶とびんに分け、透明のごみ袋に

入れて、集積所（コンテナボック

ス）へ運搬してください。 

 

小・中・ 

高・支 

１回/１週 

 

幼・ 

支（分校） 

１回/２週 

≪給食調理場から排出されるもの≫ 

■給食調理場で排出される缶 

 

 

 

 

 

 

 

①中身を取り除いてください。 

②容器を軽くすすいでください。 

③ごみ袋に入れてください。 

④給食調理場専用の集積所（コンテ

ナボックス）に入れてください。 

 

※給食調理業務従事者が実施しま

す。 

１回/2 日 

⑤ガラスくず、陶磁器くず 【担当課：学校管理課】 

⑥缶・びん 【担当課：学校管理課】 

産業廃棄物 

産業廃棄物 
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■給食調理場で排出されるびん 

 

 

 

 

①中身を取り除いてください。 

②容器を軽くすすいでください。 

③透明のごみ袋に入れてください。 

④給食調理業務従事者は、学校の集

積所（産廃用コンテナボックス）

へ運搬してください。 

 

※給食調理業務従事者が実施しま

す。 

 

小・支 

１回/１週 

 

支（分校） 

１回/２週 

 

≪注意！≫ 分別上の注意事項 

※給食調理場以外で排出する缶・びんは、飲料用に限ります。 

※缶・びん（飲料用）のごみ箱を設置し、適切に分別してください。 

コンテナボックスへ入れる前には、排出前点検実施方法（P2２）に従い、危険物（点火

用ライター・電池・スプレー缶）の混入等がないか点検してください。 

 

 

 

主な品物 出し方 収集頻度 

■穴あけパンチ、クリップ、ホッチキス

針、小型金属製品等 

 

 

 

□スプレー缶、カセットボンベ等 

 

収集するまでの間、ダンボール等に

まとめて、学校が指定する一時保管

場所で保管してください。 

 

 

※スプレー缶、カセットボンベは、

必ず使い切ってから、穴をあけて

凹まして、排出までの間、保管箱

で保管してください。 

 

年 1 回 

（別途照

会） ■児童生徒用の机、イス、パイプ椅子 

ロッカー等の金属用品 

 

 

 

 

 

収集するまでの間、学校が指定する

一時保管場所で保管してください。 

 

※児童生徒の机の天板のみを処分す

る場合は、長辺 30 ㎝未満となる

ように切断すれば、一般廃棄物（毎

日ごみ）として処分することが可

能です。 

 

⑦鉄・金属くず 【担当課：学校管理課】 産業廃棄物 
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■その他金属製品（金属と一体的になって

いるもの） 

例）一輪車、自転車、竹馬など 

 

 

 

収集するまでの間、学校が指定する

一時保管場所で保管してください。 

 

 

主な品物 出し方 収集頻度 

■廃蛍光管 

 

 

 

 

各学校園所有の保管箱に入れたうえ

で、一時保管してください。 

 

※破損しているものは、取扱いに注

意してください。 

 

年１回程度 

（別途照

会） 

 

排出前点検実施方法 

➀「廃プラスチック類」「ペットボトル」「缶(飲料用)」「びん(飲料用)」「ガラ

ス・陶磁器くず」毎にごみ箱を設置し、適切に分別する。 

②コンテナボックスへ入れる前に「廃プラスチック類」と「缶びん(飲料用)」

の中身を一度全て取り出し、危険物（点火用ライター・電池・スプレー缶）

が混入していないか確認する。 

※内容は、チェックリスト（P23）で確認すること。 

③点検後は、袋に学校名が書かれていることを確認し、点検が終了したことを

明示するため、袋にマジックで「済」と記載し、ほどかれないように結び目

にガムテープを張付ける。 

④  ③で点検済のごみ袋を収集日までコンテナボックス内にて保管し

ておく。 

※コンテナボックスに外部からの混入が無いように、ダイヤル錠を取

り付けて保管すること。鍵番号は「３８１０」で統一しています。 

⑧廃蛍光灯 【担当課：学校管理課】 産業廃棄物 
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チェック欄 

袋から全て出して点検したか。 

点火用ライターの混入は無いか。 

電池の混入は無いか。 

スプレー缶の混入は無いか。 

割ばし、つまようじ等の混入は無いか。 

紙製のカップ麺容器の混入は無いか。 

弁当容器等は、ゆすがれているか。 

ペットボトルのラベルは剥がされているか。 

ペットボトルのキャップは外されているか。 

中をゆすいでいるか。 

袋から全て出して点検したか。 

飲料用だけになっているか。 

スプレー缶の混入は無いか。 

点火用ライターの混入は無いか。 

電池の混入は無いか。 

中をゆすいでいるか。 

袋に「割れ物」・「ガラス」・「キケン」等と記入しているか。 

危険物（点火用ライター・電池・スプレー缶等）は無いか。 

産業廃棄物（廃プラスチック類等）の点検チェックリスト 

年   月   日   曜日 

割れているガラス等は新聞紙又はダンボール等で包まれているか。 

缶 
ビ 
ン 

(  

飲 
料 
用 

)  

ガ 
ラ 
ス 
・ 

陶 
磁 
器 
く 
ず 

点 検 内 容 

確 認 者  

廃 
プ 
ラ 
ス 
チ 
勏 

ク 

ペ 
勏 

ト 
ボ 
ト 
ル 

タイマーや玩具の電池を抜いているか。また、ふたは外されているか。 
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厳守事項 

■電池（乾電池・ボタン電池）は、電極を絶縁し、必ず専用保管箱で

保管して下さい。 

（ラジカセ・おもちゃ・タイマー・ストップウォッチ・リモコン・電卓等は、必ず電池を

抜き取り、蓋部分は、電池が無いことが容易に確認できるように外したままで排出し

てください。） 

■点火用ライター等は、必ず専用保管箱で保管してください。 

■スプレー缶・カセットボンベは、必ず使い切ってから穴をあけて凹ま 

せて、排出までの間、専用保管箱で保管してください。 

 

 

 

主な品物 出し方 収集頻度 

■ボランティア清掃で収集したごみ類 

 

 

各区役所自治推進課美化担当に、事

前に書面で申し込んでください。 

 

適宜 

■地域のイベントで学校を利用する場合に

発生するごみ類 

 

各区役所自治推進課美化担当に、事

前に相談してください。 適宜 

■学校の敷地外に不法投棄されたごみ類 

 

各区役所自治推進課美化担当に、電

話連絡してください。 

 

※周辺道路の往来に支障を来たす恐

れがある場合は、道路脇に避難さ

せる等の措置を講じてください。 

適宜 

 

産業廃棄物（③～⑧）の処理にあたっては、収集されるまでの保管方法や、

廃棄物管理票（マニフェスト）の作成などが義務付けられています。 

 次ページでは、具体的な手続きについて説明します。 

 

その他の取扱い 
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産業廃棄物を排出する事業者（学校園）は、発生した産業廃棄物が収集され

るまでの間、生活環境保全上、支障がないように保管する必要があります。 

 

≪産業廃棄物の保管基準の遵守≫ 

●排出事業者は、発生した産業廃棄物が収集されるまでの間、生活環境保全上、

支障のないように、保管しなければなりません。 

※集積所やコンテナボックス内も定期的に清掃実施し、清潔を保持する

こと。 

≪集積場所（保管場所）要件≫ 

●保管に際しては、以下の要件がありますので、集積場所（コンテナボックス）

に「掲示板」を掲出してください。 

１．周囲に囲いが設けられていること 

  （コンテナボックスや、箱などに入れての保管でも、かまいません） 

２．見やすい箇所に、次の要件を備えた掲示板が設けられていること 

  ① 60 ㎝×60 ㎝以上であること 

  ② 次の事項を表示していること（掲示板の例を参照してください） 

≪掲示版の例≫ 

 

名称及び代表者氏名 堺市立●●学校（園）

本社所在地 堺市●区●●●町・・・

責任者氏名 校長（園長）　●●●●

連絡先電話番号 TEL　●●ー●●●●ー●●●●

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ペットボトル、ガラス・陶磁器、缶・びん

産業廃棄物　保管場所

産業廃棄物の保管 

集積所（コンテナボック

ス）あるいは、その周辺に、

A３用紙 2 枚程度の大き

さで作成した紙を、ラミネ

ート等で濡れないように

して貼付してください。 
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産業廃棄物の処理にあたっては、適正処理されたかどうか確認するため「産

業廃棄物管理票（マニフェスト）」を作成しなければなりません。 

≪目的≫ 

●排出事業者は、「産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一

連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように

努める」義務があるとされ、「依頼した産業廃棄物が適正に処理されたかど

うか」を確認する義務が課されています。 

≪制度≫ 

●処理を依頼した産業廃棄物が、依頼内容どおりに処理されたかどうかを確

認する手段の一つが、産業廃棄物管理票（マニフェスト）です。 

●排出事業者は、産業廃棄物の処理を依頼する際に、マニフェストを業者に交

付し、処理終了後に業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付

を受けることにより、依頼内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確

認します。 

●令和 7 年度より、産業廃棄物収集運搬、処分業務については、全庁的な DX

化の取組みの中で、電子マニフェストへの移行を進めているところで     

すが、今後の産業廃棄物収集運搬、処分業務の委託契約の内容によりまして

は、従来の紙マニフェストを使用する場合もありうることから、以下の≪様

式≫から≪記載例≫の項においては、従来の紙マニフェストに関する内容

を記載しています。 

●電子マニフェストに関する対応事務については、別添、令和 7 年 4 月 30 

 日付学管第 232 号「産業廃棄物（廃プラスチック類等）収集運搬処分業務 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の作成 
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 における電子マニフェスト対応事務について（通知）」及び別紙 1 から別紙 

 3 を参照してください。他の産業廃棄物収集運搬処分業務の対応事務につ 

 いても同様に取り扱う予定です。 

≪様式≫ 

●マニフェストの様式は、省令で定められており、その様式を使用しなければ

なりません。 

●排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞれ保管できるように、 

７枚綴（Ａ・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ１・Ｃ２・Ｄ・Ｅ票の複写式）になっています。

（マニフェストの役割と伝票の流れは P27 の表をご覧ください。） 

≪交付≫ 

●排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に、収集運搬業者にマニフェスト

を交付することが義務付けられています。 

●このため、マニフェストの交付は、基本的には産業廃棄物の種類ごとに、ま

た、収集日ごとに交付する必要があります。 

●産業廃棄物の排出時には、立会をお願いします。※教職員の方であれば、校

長・教頭でなくても構いません。 

●学校園は、収集日ごとに収集運搬業者が産業廃棄物を計量した数量等を確

認して記入し、学校名・住所等を記載、交付担当者欄に署名（７枚複写）を

したマニフェストを収集運搬業者に手渡してください。また、運搬の受託欄

に運搬担当者の署名をもらい、Ａ票の控えのみを、その場で受け取ってくだ

さい。 

≪マニフェストへの記載≫ 

●産業廃棄物を処分する際には、マニフェストの次の項目について記入して

おいてください。 
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〇交付年月日 ・・・収集日を記入してください。 

○交付担当者欄・・・交付担当者名を記入してください。 

           ※教職員の方であれば、校長・教頭でなくても構いません。 

〇排出事業場欄・・・学校園名、住所、電話番号を記入。（あらかじめ印字の場合あり） 

〇排出事業者欄・・・堺市長、住所、電話番号を記入。（あらかじめ印字の場合あり） 

〇産業廃棄物欄・・・項目チェック、計量数量、内訳数量等 

※内容に間違いがないことを確認し、運搬担当者の署名をもらい、A 票を受領する。 

 

≪マニフェストの保管≫ 

●排出事業者は、交付したマニフェストの控え（Ａ票）、業者から送付されて

きたマニフェストの控え（Ｂ２・Ｄ・Ｅ票）を、送付を受けた日から５年間

保存しなければなりません。 

保管者は、次のとおりです。 

 

 ○学校園が保管するもの・・・交付したＡ票（控） 

 ○市教委が保管するもの・・・収集運搬業者から送付されたＢ２票（控） 

               処分業者から送付されたＤ票（控） 

               処分業者から送付されたＥ票（控） 

 

 

 

具体的なマニフェストの記載例は、次ページで紹介しますので、記入する際、

参考にしてください。 

 

≪マニフェストの役割と伝票の流れ≫

種別 役割 各伝票の流れ

A票 学校園の廃棄物引渡し確認用 学校園（控）

B1票 運搬受託者の運搬終了確認用 学校園→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者（控）

B2票 市教委の運搬終了確認用 学校園→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者→市教委（控）

C1票 処分受託者の処分終了確認用 学校園→運搬受託者→処分受託者（控）

C2票 運搬受託者の処分終了確認用 学校園→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者

D票 市教委の処分終了確認用 学校園→運搬受託者→処分受託者→市教委（控）

E票 市教委の最終処分終了確認用 学校園→運搬受託者→処分受託者→市教委（控）
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≪記載例≫ 

学校園で記入する項目 

 

排出事業者欄    

排出事業者の名称・住所・

電話番号を記入します。 

交付年月日欄     

マニフェストを交付した

年月日を記入します。 

交付担当者欄   

交付した担当者が

署名します。 

排出事業場欄    

実際に産業廃棄物を出

す場所の名称・所在地・

電話番号を記入します。 
産業廃棄物欄    

産業廃棄物の種類の該

当する項目にチェック

マークを入れ、名称、数

量、荷姿、処分方法など

を記入します。 

運搬受託者欄    

産業廃棄物を運搬する

業者の名称・住所・電話

番号を記入します。 

処分受託者欄    

産業廃棄物を処分する

業者の名称・住所・電話

番号を記入します。 

運搬担当者の記入欄   

実際に運搬を引き受けた者

が署名します。 

中間処理業者の記入欄   

ここは記入不要です。 

最終処分の場所欄   

「委託契約書記載のと

おり」をチェックする

か、産業廃棄物が最終

処分される処分場の名

称・所在地・電話番号を

記入します。 

運搬先の事業場欄   

産業廃棄物が搬入され

る処分業者の処分事業

場の名称・所在地・電

話番号を記入します。

（中間処理を行う場合

は中間処理業者の処分

事業場の名称・所在地

等を記入します。） 

処分業者の記入欄（斜線部）   

最終処分終了年月日、最終処分

を行った場所などが記入されま

す。 

照合確認欄         

B2 票、D 票、E 票が返送されて

きたら、それぞれ A 票と照合確

認し、その日付を記入します。 

★記入が不要の欄には

斜線を引きます。 

 
 

≪電子マニフェスト制度とは≫ 

●インターネットでマニフェスト情報をやり取り、事務処理の効率化・データ

の透明性などのメリット大です。 

 

 

 

 

 

 

電子マニフェスト制度は、 マニフェ
スト情報を電子化し、 排出事業者、 
収集運搬業者、 処分業者の3者が情報
処理セン夕一を介したネッ トワーク
でやり取りする仕組みです。 情報処
理セン夕一は、 廃棄物処理法第l3条
の2の規定に基づき、 公益財団法人日
本産業廃棄物処理振興セン夕一が全国
で l っの「情報処理セン夕一」として
指定され、電子マニフェストシステム
の運営を行っています。 
電子マニフェス トを利用する場合、 
排出事業者と委託先の収集連搬業者、
処分業者の 3 者が加入する必要があ
ります。 
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ここでは、学校園における実践事例を掲載していますので、各学校園で実践

する際の参考にしてください。 

個別具体的な取組は、学校園の実情に応じて、実行可能なルールを策定した

うえで、教職員や児童生徒等が取り組めるようにしてください。 

 

≪主な実践例≫ 

●教室、職員室にごみ箱を複数設置 

 

●教室に段ボールを再利用した「古紙回収 BOX」を設置し、掃除当番（美化

委員）が定期的に一時保管場所へ運搬 

 

●職員室や印刷室等に、リサイクルボックスを配置 

例）職員室に、分別表示したリサイクル用段ボール・ゴミ箱等を複数設置 

例）印刷室に段ボールを利用した「裏紙専用ボックス」を設置 

 

●校園舎内に一時保管場所を設置 

例）校舎各階に、一時保管場所を設置 

 

●校園内収集日の設定（集積場所（コンテナボックス）への運搬日の設定） 

 

 

 

上質紙（裏紙利用可） 

折り目・しわのあるものは 

入れないでください。 

ペットボトル 生活ごみ 

実践事例 

（分別表示の一例） 
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●校園内掲示板で取組内容の掲示（児童生徒、来校者への啓発） 

例）実践内容の表示 

例）前年度比較など、数値の増減を可視化 

 

●職員会議の資料の裏紙利用 

 ※裏紙利用したものは、「紙類」として再資源化 

 ※裏紙使用の際は、当該用紙に個人情報の記載がないか十分確かめてください。 

 

●裏紙専用プリンタの設定 

例）専用プリンタを設置し、再利用可能な OA 用紙を集積する 

 

●校園内ごみ分別フロー図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物（毎日ごみ） 

古紙類 

産業廃棄物 

（廃プラスチック類、 

ペットボトル等） 

鉄・金属くず 

廃蛍光灯 

ごみの内訳 一時保管場所 集積所 

一般廃棄物用 

コンテナボックス 

○○○○（当日運搬） 

産業廃棄物用 

コンテナボックス 

○○○○（当日運搬） 

業者引渡し 技術職員室 

学校指定の一時保管場所 

●●●室 

印刷室・職員室 

階段下倉庫等 

学校内でのごみ分別フロー 
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■多量の廃棄物や大型の廃棄物、分別区分にない産業廃棄物、定期収集で対応できない不

用物は、学校から排出されるものに限り別途対応を検討いたしますので、ご相談くださ

い。 

■その他、ご不明な点・トラブル等があった場合は、教育委員会事務局（各担当課）まで、

ご連絡ください。業者への直接の問い合わせは、ご遠慮ください。 

 

≪問い合わせ先≫ 

「ごみ分別マニュア

ル」に関すること 

一般廃棄物（①、②）に関すること 

一般廃棄物（①、②）、産業廃棄物

（③、⑥）のうち給食調理場から

排出されるものに関すること 

産業廃棄物（③～⑧）に関すること 

こみの分別区分に関すること 

学校管理課 

 

℡072-228-7488 

学校給食課 

 

℡072-228-7489 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

堺市環境マスコットキャラクター 

ムーやん 


